
国土交通　2008. 9 16

の
通
常
国
会
に
、「
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化

及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案
」
を
提
出
し
、
本
年
５
月
23
日
に

成
立
、
同
月
30
日
に
公
布
さ
れ
ま
し
た
。
な

お
、
本
法
は
、
本
年
10
月
１
日
か
ら
施
行
さ

れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

①
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
制
度
の
創
設

本
法
に
よ
り
、「
地
域
公
共
交
通
活
性
化
・

再
生
法
」
の
地
域
公
共
交
通
特
定
事
業
に
、

鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
を
追
加
し
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
最
近
の
経
営
状
況
に
か

ん
が
み
、
そ
の
継
続
が
困
難
と
な

り
、
ま
た
は
困
難
と
な
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
旅
客
鉄
道

事
業
を
対
象
と
し
て
、
経
営
の
改

善
を
図
る
と
と
も
に
、
市
町
村
等

の
支
援
を
受
け
つ
つ
、
事
業
構
造

の
変
更
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
路
線
に
お
け
る
輸
送
の
維
持
を

図
る
た
め
の
事
業
と
な
っ
て
い
ま

す
。
な
お
、
こ
こ
で
い
う
事
業
構

造
の
変
更
に
は
、
事
業
の
譲
渡
譲

受
や
法
人
の
合
併
・
分
割
、
上
下

分
離
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

②
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画

の
作
成

鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
の
実
施

に
あ
た
っ
て
は
、
市
町
村
の
作
成

す
る
地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画
に
そ
の

内
容
を
盛
り
込
ん
だ
上
で
、
当
該
計
画
を
作

成
し
た
市
町
村
、
旅
客
鉄
道
事
業
を
経
営
す

る
鉄
道
事
業
者
、
当
該
鉄
道
事
業
者
に
代
わ

っ
て
当
該
旅
客
鉄
道
事
業
に
係
る
路
線
に
お

い
て
引
き
続
き
旅
客
鉄
道
事
業
を
経
営
し
よ

う
と
す
る
者
な
ど
の
関
係
者
全
員
の
合
意
に

よ
り
、
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画
を
作
成

す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

③
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画
の
認
定

鉄
道
事
業
再
構
築
実
施
計
画
に
つ
い
て
は
、

平
成
19
年
５
月
に
成
立
し
た
「
地
域
公
共

交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す
る
法
律
」

（
以
下
「
地
域
公
共
交
通
活
性
化
・
再
生
法
」

と
い
う
。）
に
お
い
て
、
鉄
道
関
係
で
は
鉄
道

再
生
事
業
の
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
廃
止
届
出
を
行
っ
た
旅
客
鉄
道

事
業
を
対
象
と
し
て
、
沿
線
の
市
町
村
等
が

存
続
を
望
む
場
合
に
は
、
鉄
道
事
業
者
と
市

町
村
等
の
間
で
存
続
に
向
け
た
議
論
を
行
う

場
を
早
急
に
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

両
者
が
合
意
す
れ
ば
、
当
初
の
廃
止
届
出
に

よ
る
廃
止
期
限
を
延
長
し
て
協
議
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
手
続
な
ど
を
定
め
た
も
の
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
法
律
の
成
立
時
に
、

「
地
方
の
鉄
道
の
厳
し
い
経
営
状
況
を
踏
ま

え
、
そ
の
維
持
が
適
切
に
図
ら
れ
る
よ
う
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
こ
と
」
や

「
運
行
会
社
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
し
、
そ
の

路
線
の
維
持
に
資
す
る
た
め
、
い
わ
ゆ
る

『
上
下
分
離
制
度
』
が
一
層
活
用
さ
れ
る
よ

う
、
助
言
や
指
導
に
努
め
る
こ
と
」
と
い
う

趣
旨
の
附
帯
決
議
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
法
成
立
を
契
機
と
し
て
、「
地
域

の
鉄
道
は
最
後
は
地
域
が
支
え
る
」
な
ど
の

議
論
が
各
地
で
活
発
に
な
る
と
と
も
に
、
具

体
的
な
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
検
討
が
進
み
、

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
国
土
交
通
省
交
通
政
策

審
議
会
鉄
道
部
会
に
お
け
る
検
討
な
ど
に
お

い
て
、
廃
止
届
出
に
至
ら
ず
と
も
経
営
悪
化

が
深
刻
化
し
て
い
る
地
方
鉄
道
を
幅
広
く
対

象
と
し
、
存
廃
議
論
が
浮
上
す
る
前
の
段
階

で
、
国
の
支
援
を
受
け
つ
つ
関
係
者
が
一
体

と
な
っ
た
取
組
み
を
展
開
で
き
る
よ
う
な
制

度
を
追
加
的
に
導
入
す
べ
き
と
の
気
運
が
高

ま
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
背
景
を
踏
ま
え
、
平
成
20
年

鉄
道
局
　
地
域
鉄
道
対
策
室

地　域　公　共　交　通　の　活　性　化　及　び　再　生　に　関　す　る　法　律　の　一　部　を　改　正　す　る　法　律　

地域公共交　通　総　合　連　携　計　画　（　市　町　村　が　作　成　）　

地　域　公　共　交　通　特　定　事　業　に　鉄　道　事　業　再　構　築　事　業　を　新　た　に　追　加　

交　共　公　の　域　地　る　れ　さ　施　実　て　い　づ　基　に　画　計　施　実　築　構　再　業　事　道　鉄　※　 て　し　編　改　を　助　補　化　代　近　、　し　対　に　み　組　取　る　す　関　に　化　性　活　の　通　
。　る　す　援　支　に　的　点　重　、　り　よ　に　等　例　特　制　税　、　置　措　政　財　方　地　、　金　助　補　費　業　事　化　度　高　送　輸　道　軌　道　鉄　る　れ　さ　設　創　

鉄　道　事　業　再　構　築　事　業　

・　市　町　村　等　と　鉄　道　事　業　者　が　共　同　 施　実　、　し　成　作　を　画　計　で　

・　継　続　が　困　難　又　は　困　難　と　な　る　お　そ　れ　 象　対　を　業　事　道　鉄　客　旅　る　あ　の　

経　営　の　改　善　

市　町　村　等　の　支　援　

事　業　構　造　の　変　更　

離　分　下　上　：　例　

＋　

内　容　 目　的　

当　該　路　線　に　お　け　る　
輸　送　の　維　持　

国　
土　
交　
通　
大　
臣　
に　
よ　
る　
計　
画　
の　
認　
定　

特　例　措　置　

事　行　運　を　れ　こ　、　し　有　保　を　路　線　道　鉄　が　体　団　共　公　方　地　）　※　（　
の　も　る　せ　さ　用　使　で　償　無　に　者　業　

１.鉄道事業法の許可等を受けなけれ
ばならないもの等について、計画
の認定により一括で許可等を受け
たものとみなす等の特例　

　
２.現行の鉄道事業法では実施できな
い「公有民営」方式の上下分離（※）
について 、同法における事業許可基
準のうち事業採算性等に係わるもの
を適用しないことにより、その実施を
可能とする特例　

　

「
頑
張
る
地
域
と
鉄
道
事
業
者
」
を

制
度
面
か
ら
支
援
す
る
「
鉄
道
事
業
再

構
築
事
業
制
度
」
の
導
入
を
内
容
と
す

る
「
地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再

生
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
」
の
概
要
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

法
律
案
提
出
の
背
景

本
法
の
概
要

地
域
公
共
交
通
活
性
化
・
再
生
法
の

改
正
の
概
要

〜
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
制
度
〜



17 国土交通　2008. 9

申
請
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
、

法
律
の
特
例
な
ど
の
支
援
措
置
を
受
け
る
こ

と
が
可
能
で
す
。

国
土
交
通
大
臣
は
、
①
そ
の
計
画
が
基
本

方
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、

②
当
該
計
画
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
う

ち
、
鉄
道
事
業
の
許
可
等
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
の

内
容
が
鉄
道
事
業
法
上
の
許
可
等
の
基
準
に

適
合
す
る
こ
と
な
ど
の
一
定
の
基
準
に
適
合

す
る
場
合
に
は
、
認
定
す
る
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

④
認
定
を
受
け
た
鉄
道
事
業
再
構
築
実
施

計
画
に
基
づ
く
事
業
に
係
る
鉄
道
事
業

法
の
特
例

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
鉄
道
事

業
再
構
築
実
施
計
画
に
定
め
ら
れ
た
鉄
道
事

業
再
構
築
事
業
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、

同
事
業
の
う
ち
、
鉄
道
事
業
法
の
許
可
等
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
、
あ
る
い
は

届
出
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
つ

い
て
は
、
実
施
計
画
の
認
定
に
よ
り
、
一
括

で
許
可
等
を
受
け
た
も
の
と
み
な
し
、
あ
る

い
は
届
出
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
す
手
続
の

合
理
化
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
を
実
施
す

る
際
に
、
上
下
分
離
を
目
的
と
し
て
従
前
の

旅
客
鉄
道
事
業
を
一
旦
廃
止
す
る
必
要
が
あ

る
場
合
に
は
、
①
当
該
旅
客
鉄
道
事
業
の
廃

止
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
事
業
再
構
築

実
施
計
画
の
認
定
に
よ
り
把
握
で
き
る
こ
と
、

②
鉄
道
事
業
再
構
築
事
業
の
目
的
か
ら
、
新

た
な
鉄
道
事
業
者
が
引
き
継
ぐ
こ
と
が
明
白

で
あ
っ
て
、
事
業
廃
止
の
前
に
関
係
者
間
の

調
整
は
必
要
な
い
こ
と
か
ら
、
同
法
に
基
づ

く
鉄
道
事
業
の
廃
止
届
出
を
不
要
と
し
て
い

ま
す
。

⑤
「
公
有
民
営
」
方
式
に
よ
る
上
下
分
離

さ
ら
に
、
地
方
公
共
団
体
が
鉄
道
線
路
を

保
有
し
て
こ
れ
を
運
行
事
業
者
に
無
償
で
使

用
さ
せ
る
「
公
有
民
営
」
方
式
に
よ
る
上
下

分
離
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
鉄
道
事
業
法
で

は
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

同
法
に
お
け
る
事
業
許

可
基
準
の
う
ち
、
事
業

採
算
性
等
に
係
る
も
の

を
適
用
し
な
い
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
実
施
を
可

能
と
す
る
特
例
を
設
け

て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
鉄
道

事
業
者
は
資
産
保
有
に

伴
う
費
用
負
担
が
恒
常

的
に
軽
減
さ
れ
、
経
営

を
構
造
的
に
安
定
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
鉄
道
事
業
者
と
沿
線
市
町
村
な
ど
地
域

が
一
体
と
な
っ
た
鉄
道
輸
送
の
維
持
が
容
易

と
な
り
、
鉄
道
を
活
用
し
た
沿
線
の
活
性
化

や
ま
ち
づ
く
り
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
鉄
道
事

業
再
構
築
実
施
計
画
に
基
づ
く
鉄
道
事
業
再

構
築
事
業
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
軌
道
輸
送
高

度
化
事
業
費
補
助
金
に
よ
る
予
算
面
の
支
援

や
、
固
定
資
産
税
、
不
動
産
取
得
税
、
登
録

免
許
税
な
ど
の
税
制
上
の
減
免
特
例
、
地
方

財
政
措
置
と
し
て
起
債
措
置
や
交
付
税
措
置

が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
併
せ
て
、
地
域
公
共
交
通
総
合
連
携
計
画

に
対
す
る
地
域
公
共
交
通
活
性
化
・
再
生
総

合
事
業
を
活
用
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
（
活

用
事
例
は
20
ペ
ー
ジ
参
照
）。

こ
の
よ
う
に
、
地
域
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に

基
づ
い
て
鉄
道
事
業
者
と
沿
線
の
市
町
村
等

が
連
携
し
て
行
う
意
欲
的
な
取
組
み
に
対
し
、

総
合
的
な
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
よ
り
重
点
的
に
支

援
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

特集■「頑張る地域と鉄道事業者」が地方鉄道を再生・活性化します！

例　の　ン　ー　タ　パ　施　実　の　業　事　築　構　再　業　事　道　鉄　

地　
域　
の　
支　
援　

の　ら　自　民　住　
用　利　道　鉄　

既　存　事　業　者　

営　民　有　公　
例　の　

）　与　貸　償　無　（　

る　よ　に　体　治　自　
援　支　的　政　財　

イベント・　
画　企　ー　ア　ツ　

店　商　・　業　企　元　地　
携　連　の　と　街　

鉄　道　事　業　者　に　よ　る　
経　営　の　改　善　

＋　＋　

自　治　体　
(３　種　事　業　者　)

設　施　道　鉄　
有　保　

有　保　地　土　

例　の　離　分　下　上　

行　運　

新　設　３　セ　ク　

）　貸　賃　（　

既　存　事　業　者　

設　施　道　鉄　
有　保　

有　保　地　土　

行　運　

既　存　事　業　者　

）　貸　賃　（　

新　設　３　セ　ク　等　

設　施　道　鉄　
有　保　

有　保　地　土　

行　運　

既　存　事　業　者　

産　資　な　要　重　
例　の　渡　譲　の　

自　治　体　

有　保　地　土　

行　運　

新　設　３　セ　ク　

渡　譲　業　事　
例　の　

）　渡　譲　業　事　（　

既　存　事　業　者　

設　施　道　鉄　
有　保　

有　保　地　土　

行　運　

行　運　

設　施　道　鉄　
有　保　

有　保　地　土　

設　施　道　鉄　
有　保　

）　与　貸　償　無　（　

道　鉄　老　養　）　例　
道　鉄　賀　伊　

道　鉄　森　い　青　）　例　 道　鉄　ん　ぜ　ち　え　）　例　
ル　ー　レ　ト　イ　ラ　山　富　

鐵　電　山　歌　和　）　例　
線　勢　北　道　鉄　岐　三　

☆　要　件　見　直　し　 ）　廃　撤　の　件　要　字　赤　（　

置　措　財　地　・　
）　等　税　付　交　、　債　起　（　

例　特　制　税　・　

」　助　補　費　業　事　策　対　全　安　合　総　設　施　道　鉄　「　
３　／　１　：　率　助　補　

総　通　交　共　公　域　地　①　
費　定　策　画　計　携　連　合　

額　定　・　・　・　

行　運　証　実　②　
２　／　１　・　・　・　

の　外　以　行　運　証　実　③　
業　事　

市　令　政　（　２　／　１　・　・　・　
会　議　協　る　す　置　設　の　
）　３　／　１　は　合　場　の　

ま
ち
づ
く
り
事
業
と
の
連
携
　

援　支　に　的　点　重　を　」　者　業　事　・　域　地　る　張　頑　「　

＋　＋　

＋　＋　

者　業　事　道　鉄　の　字　赤　
援　支　資　投　化　代　近　の　
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）　充　拡　・　合　統　を　業　事　共　公　の　連　関　策　対　全　安　道　鉄　（　
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化　度　高　送　輸　道　軌　道　鉄　「　
」　助　補　費　業　事　
）　更　変　称　名　（　

：　げ　上　嵩　率　助　補　・　
）　律　一　（　３　／　１　

定　認　臣　大　

化　代　近　道　軌　道　鉄　「　
」　助　補　費　備　整　備　設　

５　／　１　則　原　：　率　助　補　・　
象　対　が　者　業　事　字　赤　・　

☆　拡　充　
☆　新　設　

☆　新　設　

☆　新　設　

≪　現　状　≫　≪　今　後　≫　

①　地　方　鉄　道　の　活　性　化　対　策　

②　地　方　鉄　道　の　老　朽　化　対　策　

鉄　道　事　業　再　構　築　実　施　計　画　
ス　キ　ー　ム　の　創　設　

）　連　関　法　化　性　活　通　交　共　公　（　

が　者　業　事　と　域　地　
成　作　て　し　力　合　

通　交　共　公　域　地　「　
生　再　・　化　性　活　

費　業　事　合　総　
」　助　補　

予　算　、　税　制　、　地　方　財　政　措　置　に　よ　る　パ　ッ　ケ　ー　ジ　支　援　（　概　要　）　
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